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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハロゲン化物を除去可能なアルミン酸ナトリウムを含有する多孔質化したハロゲン化物
吸収剤を評価する評価方法であって、
　細孔容量の細孔径に対する分布から細孔指標を定義し、
　前記細孔指標の値に基づいて、使用に適した吸収容量であることを判定し、
　前記細孔指標を定義するに際し、
　径が０.０１μｍ以上の細孔の累計容積（ｍｌ/ｇ）をＶＰ１とし、
　径が０.１μｍから１μｍまでの細孔の容積（ｍｌ/ｇ）をＶＰ２とし、
　径が１μｍを超えて１０μｍまでの細孔の容積（ｍｌ/ｇ）をＶＰ３として、
　{（ＶＰ２・ＶＰ３）/ＶＰ１}を細孔指標Ｒ（ｍｌ/ｇ）と定義し、
　前記細孔指標Ｒ（ｍｌ/ｇ）の値が０.１０（ｍｌ/ｇ）以上の場合に、使用に適した吸
収容量であることを判定する
　ことを特徴とするハロゲン化物吸収剤の評価方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハロゲン化物吸収剤の評価方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　近年、資源の有効利用や廃棄物の減量化が求められており、バイオマスや廃棄物から製
造した原料ガスを発電機器（燃料電池やガスタービン、ガスエンジン等）の燃料ガスとす
ることが考えられている。バイオマスや廃棄物から製造した原料ガスには腐食性の高い不
純物として、塩化水素やフッ化水素等のハロゲン化物が含まれているため、燃料電池やガ
スタービン、ガスエンジン等の発電機器の燃料ガスとして用いるには、事前に不純物を除
去する必要がある。
【０００３】
　ガス中のハロゲン化物を除去する技術として、アルカリ性の固体物質との化学反応を利
用した乾式の不純物除去システムが考えられ、アルミン酸ナトリウムを含む吸収剤を用い
ることが従来から行われている。
【０００４】
　アルミン酸ナトリウムは本来水溶性である上に、乾燥された固体の状態でも空気中で吸
湿して液状化する潮解性を有しているため元来成形し難い材料であったため、熱をかけて
焼結させる過程でアルミン酸ナトリウムを生成する原料、例えば、炭酸ナトリウムとアル
ミナゾルの混合物を原料として用い、高温で焼成することによりアルミン酸ナトリウムを
合成することで製造されていた（例えば、特許文献１）。
【０００５】
　ハロゲン化物を除去するための吸収剤として、細孔分布が除去性能を大きく左右するこ
とが知られている。即ち、ハロゲン化物が吸収されると吸収剤の構成粒子には体積膨張が
生じるため、細孔が、例えば、０．１μｍ以下の細孔のみからなる場合には、その小さい
細孔が、塩化水素等のハロゲン化物とアルミン酸ナトリウムの反応時に生ずる体積膨張に
より閉塞してハロゲン化物の除去性能が低下する虞があった。
【０００６】
　吸収剤のハロゲン化物の除去性能を発揮するためには、ハロゲン化物が吸収剤内部にま
で浸透し、吸収剤の構成粒子に含まれる成分であるアルミン酸ナトリウムや炭酸ナトリウ
ムとハロゲン化物との反応が迅速に進むことが重要である。そのために、吸収剤にはハロ
ゲン化物が浸透するために必要な適切な細孔が形成されている必要がある。細孔が閉塞す
ると、ハロゲン化物の吸収剤内部への浸透が阻害され、吸収剤の内部にある構成粒子まで
ハロゲン化物が到達することができず、吸収剤内部に未反応のアルミン酸ナトリウムや炭
酸ナトリウムが多量に残る虞がある。
【０００７】
　ハロゲン化物の除去性能が高い吸収剤は、ハロゲン化物が吸収剤内部まで浸透するのに
適切な細孔が形成されており、細孔にハロゲン化物が浸透することにより、吸収剤の構成
粒子に含まれる成分であるアルミン酸ナトリウムや炭酸ナトリウムとハロゲン化物との反
応が迅速に進み、吸収剤内部に未反応のアルミン酸ナトリウムや炭酸ナトリウムが殆ど残
らない状態までナトリウム成分を有効に利用できる。したがってハロゲン化物の吸収剤で
は、そのナトリウム成分を最大限に利用できることが吸収性能の高いことの重要な要件の
一つとなる。
【０００８】
　ハロゲン化物の吸収剤の吸収性能の評価は、従来は、ハロゲン化物と吸収剤を実際にナ
トリウム成分の利用が完了するまで反応させて、反応時のハロゲン化物の除去量をガス分
析装置によって測定したり、反応後のハロゲン化物の吸収剤に含まれるハロゲン化物の量
を化学分析によって測定したりする必要があった。
【０００９】
　吸収性能の高い吸収剤の評価を行う場合、ナトリウム成分の利用が完了するまで反応さ
せるのに非常に長時間、たとえば５０時間から１００時間の反応時間が必要であった。こ
のため、吸収性能の高い吸収剤の評価を行うためには、評価設備を運転しガス分析装置で
測定し、反応後の吸収剤の化学分析を行う、といった膨大な作業を実施する必要があり、
その結果から吸収性能の優劣を判断するため、吸収性能の高い吸収剤の評価を行うために
、膨大な労力がかかっていた。
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【００１０】
　吸収性能の優劣を判断するまでに膨大な作業と長時間を要するハロゲン化物の吸収剤を
、実際にナトリウム成分の利用が完了するまで反応させる評価方法に代えて、吸収剤の内
部まで浸透するのに適切な細孔が形成されていることを判断して評価することにより、吸
収性能の優劣を判断できれば、吸収剤の吸収性能の優劣を迅速に判断でき、当該吸収剤を
産業で利用する際の吸収性能の評価の効率化を図れる有効な手段となる。
【００１１】
　炭酸ナトリウムとアルミナゾルの混合物を原料として用いてアルミン酸ナトリウムを合
成した吸収剤は、焼結時に炭酸ガスが放出されて非常に微細な細孔が形成されるため初期
の除去性能が高いが、細孔の分布に対しては考慮されていないため、上述の細孔閉塞が起
きて吸収剤内部に多量の未反応のアルミン酸ナトリウムが残り除去性能が急激に低下する
虞がある。
【００１２】
　このため、ハロゲン化物吸収剤の除去性能を向上させる余地が残されており、また、吸
収性能の優劣を判断するまでに膨大な作業と長時間を要するハロゲン化物と吸収剤を実際
にナトリウム成分の利用が完了するまで反応させる評価方法に代わるハロゲン化物吸収剤
の吸収性能の評価を適切に行う技術が望まれているのが現状であった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特許第３５７１２１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は上記状況に鑑みてなされたもので、ハロゲン化物が吸収されて吸収剤の構成粒
子に体積膨張が生じても、未反応のアルミン酸ナトリウムや炭酸ナトリウムが残らずに、
吸収剤のナトリウム成分を有効に利用してハロゲン化物を効率的に吸収することができる
ハロゲン化物吸収剤を提供することができる。
【００１５】
　本発明は上記状況に鑑みてなされたもので、ハロゲン化物の吸収性能の優劣について、
吸収剤を反応させずに適切な手段により迅速に評価できるハロゲン化物吸収剤の評価方法
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明のハロゲン化物吸収剤の評価方法を適用するハロゲン化物吸収剤は、ハロゲン化
物を除去可能なアルミン酸ナトリウムを含有する多孔質化したハロゲン化物吸収剤であっ
て、
　径が０.０１μｍ以上の細孔の累計容積（ｍｌ/ｇ）をＶＰ１とし、
　径が０.１μｍ以上で１μｍ未満の細孔の容積（ｍｌ/ｇ）をＶＰ２とし、
　径が１μｍ以上で１０μｍまでの細孔の容積（ｍｌ/ｇ）をＶＰ３として、
　{（ＶＰ２・ＶＰ３）/ＶＰ１}を細孔指標Ｒ（ｍｌ/ｇ）と定義し、
　前記細孔指標Ｒ（ｍｌ/ｇ）を０.１０（ｍｌ/ｇ）以上とする。
【００１７】
　これにより、径が０.０１μｍ以上の細孔に対し、即ち、略全ての細孔に対し、径が０.
１μｍ以上で１μｍ未満の細孔（ＶＰ２）、径が１μｍ以上で１０μｍまでの細孔（ＶＰ
３）の状況を用いて、細孔指標Ｒ（ｍｌ/ｇ）として定義し、細孔指標Ｒ（ｍｌ/ｇ）の値
を０.１０（ｍｌ/ｇ）以上とすることにより、ハロゲン化物の除去性能の低下を抑制でき
る適切な細孔の容積（ｍｌ/ｇ）の分布を持つ使用に適したハロゲン化物吸収剤とするこ
とができる。
【００１８】
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　このため、塩化水素等のハロゲン化物とアルミン酸ナトリウムの反応時に吸収剤の構成
粒子に体積膨張が生じても、径の異なる細孔の存在により、ハロゲン化物吸収剤の吸収性
能が低下することを抑制することができる。
【００１９】
　これにより、吸収剤のハロゲン化物との反応に伴うその構成粒子の体積膨張が生じても
、吸収剤のハロゲン化物の除去性能が著しく低下しないように、ハロゲン化物の除去量と
細孔分布の変化とを適切な状況に維持できるため、ハロゲン化物吸収剤の内部にある構成
粒子に含まれるナトリウム成分まで有効に反応させることができる。そして、吸収剤の細
孔の状況を分析することで、当該吸収剤のハロゲン化物の除去性能が低下することを抑制
することができるハロゲン化物吸収剤を得ることが可能になる。
【００２０】
　上記目的を達成するための請求項１に係る本発明のハロゲン化物吸収剤の評価方法は、
ハロゲン化物を除去可能なアルミン酸ナトリウムを含有する多孔質化したハロゲン化物吸
収剤を評価する評価方法であって、
　細孔容量の細孔径に対する分布から細孔指標を定義し、
　前記細孔指標の値に基づいて、使用に適した吸収容量であることを判定し、
　前記細孔指標を定義するに際し、
　径が０.０１μｍ以上の細孔の累計容積（ｍｌ/ｇ）をＶＰ１とし、
　径が０.１μｍから１μｍまでの細孔の容積（ｍｌ/ｇ）をＶＰ２とし、
　径が１μｍを超えて１０μｍまでの細孔の容積（ｍｌ/ｇ）をＶＰ３として、
　{（ＶＰ２・ＶＰ３）/ＶＰ１}を細孔指標Ｒ（ｍｌ/ｇ）と定義し、
　前記細孔指標Ｒ（ｍｌ/ｇ）の値が０.１０（ｍｌ/ｇ）以上の場合に、使用に適した吸
収容量であることを判定することを特徴とする。
【００２１】
　請求項１に係る本発明では、細孔容量の細孔径に対する分布から細孔指標を定義し、細
孔指標の値に基づいて、使用に適した吸収容量であることを判定するので、ハロゲン化物
吸収剤の吸収性能の評価を、細孔容量の細孔径に対する分布（径の分布）に基づいて適切
に行うことができる。そして、細孔の状況を分析することで、ハロゲン化物吸収剤の吸収
性能を推測することができる。
　そして、径が０.０１μｍ以上の細孔に対し、即ち、略全ての細孔に対し、径が０.１μ
ｍ以上で１μｍ未満の細孔（ＶＰ２）、径が１μｍ以上で１０μｍまでの細孔（ＶＰ３）
の状況を用いて、細孔指標Ｒ（ｍｌ/ｇ）として定義し、細孔指標Ｒ（ｍｌ/ｇ）の値が０
.１０（ｍｌ/ｇ）以上の場合に、使用に適した吸収容量であることを判定するので、細孔
容量の細孔径に対する分布（径の分布）に基づいて吸収剤の吸収容量を評価できるように
なり、ハロゲン化物の除去性能の低下を抑制できる適切な細孔の容積（ｍｌ/ｇ）の分布
を持つ使用に適した吸収剤であることを容易に判断することができる。
【００２４】
　このため、ハロゲン化物吸収剤の吸収性能の評価を適切に行うことができ、ハロゲン化
物吸収剤の細孔の状況を分析することで、ハロゲン化物吸収剤の吸収性能を推測すること
ができる。
【発明の効果】
【００２５】
　上述したハロゲン化物吸収剤は、細孔の容積（ｍｌ/ｇ）の分布が適切に定義されるの
で、ハロゲン化物が吸収されて吸収剤の構成粒子に体積膨張が生じても、ハロゲン化物を
適切に吸収することが可能になる。
【００２６】
　本発明のハロゲン化物吸収剤の評価方法は、細孔の容積（ｍｌ/ｇ）に基づいて、ハロ
ゲン化物吸収剤の吸収性能の評価を適切に行うことが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
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【図１】本発明の一実施例に係る評価方法が適用されるハロゲン化物吸収剤を製造するた
めの工程を説明する概念図である。
【図２】本発明の一実施例に係る評価方法が適用されるハロゲン化物吸収剤の細孔分布を
説明するグラフである。
【図３】本発明の一実施例に係る評価方法が適用されるハロゲン化物吸収剤の構成粒子が
形成する細孔構造の模式図である。
【図４】本発明の一実施例に係る評価方法が適用されるハロゲン化物吸収剤の使用前後の
組成の相違を説明する説明図である。
【図５】種々の細孔分布を有するハロゲン化物吸収剤の細孔分布の相違を説明するグラフ
である。
【図６】種々の細孔分布を有するハロゲン化物吸収剤の細孔分布の相違を説明するグラフ
である。
【図７】アルミン酸ナトリウムの残存率と細孔指標Ｒ（ｍｌ/ｇ）との関係を説明するグ
ラフである。
【図８】ハロゲン化物の吸収容量と細孔指標Ｒ（ｍｌ/ｇ）との関係を説明するグラフで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　本発明のハロゲン化物吸収剤は、アルミン酸ナトリウムの粉体、成形助剤、気孔形成剤
を混練して成形し、成形品を焼成することにより、ハロゲン化物を除去可能なアルミン酸
ナトリウムを含有する多孔質化したハロゲン化物吸収剤（多孔体）としたものである。
【００２９】
　工業製品として容易に入手できる安価なアルミン酸ナトリウムの粉体を気孔形成剤と共
に成形助剤を混合して水分を加えて混練し、混練物を成形し、焼成することで、気孔形成
剤の作用で細孔が形成され、多孔質化したアルミン酸ナトリウムを含有するハロゲン化物
吸収剤を得ることができる。また、混練の過程で混合する気孔形成剤や成型助剤の種類や
混合割合によって様々な径の細孔が形成され、多様な細孔分布を有するアルミン酸ナトリ
ウムを含有する多孔質化したハロゲン化物吸収剤を得ることができる。
【００３０】
　本発明のハロゲン化物吸収剤は、炭酸ナトリウムおよびアルミナゾルと比べて、安価な
原料であり工業的に容易に入手できるアルミン酸ナトリウムの粉体を使用していることで
、原料コストを抑制して製造することができる。また、炭酸ナトリウム水溶液とアルミナ
ゾルとを原料に用いる場合と比べて、水分を後から混合して混練するため、乾燥のために
多くのエネルギーを必要とせず、製造コストを抑制することができる。
【００３１】
　図１に基づいて本発明の一実施例に係る評価方法が適用されるハロゲン化物吸収剤の製
造の状況を説明する。
【００３２】
　図１には本発明の一実施例に係る評価方法が適用されるハロゲン化物吸収剤を製造する
ための工程を概念的に表したものである。
【００３３】
　図に示すように、アルミン酸ナトリウムの粉体（アルミン酸ソーダ）１と、成形助剤と
しての可塑剤２、気孔形成剤３、強度補強添加剤４（例えば、グラスファイバー）に、水
分を添加して原料を混練することで原料剤を得る。次に、原料剤を押し出し成形により、
例えば、ペレット状の原料剤成型物を作成し、その形状を維持できるように、原料剤成型
物を予備的に乾燥させる。
【００３４】
　原料剤成型物を予備的に乾燥させた後、所定の温度で原料剤成型物を焼成し、ハロゲン
化物吸収剤を得る。尚、ハロゲン化物吸収剤は、ペレット状の他に、粒状、球状、ハニカ
ム状等に加工することができ、容器等に充填した際にガスの流れが阻害されないようにな
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っている。
【００３５】
　アルミン酸ソーダ１、可塑剤２と気孔形成剤３を混合し、水を添加して混練した原料剤
を形成し、焼成しているので、気孔形成剤３の作用により細孔が形成され、多孔質化した
アルミン酸ナトリウムを含有するハロゲン化物吸収剤を得ることができる。また、混練の
過程で空気が混合し、焼成時の反応によりガス成分が形成され、生成したガスが放出され
ることにより細孔が形成され、多様な細孔分布を有するアルミン酸ナトリウムを含有する
多孔質化したハロゲン化物吸収剤を得ることができる。
【００３６】
　図２に基づいて本発明の一実施例に係る評価方法が適用されるハロゲン化物吸収剤の細
孔の分布を説明する。細孔径の分布は、水銀圧入法により、水銀の侵入量を検出し、細孔
の大きさ（径）と体積を測定して導き出したものである。
【００３７】
　図２には本発明の一実施例に係る評価方法が適用されるハロゲン化物吸収剤の細孔分布
を説明するためのグラフを示してあり、図中横軸が細孔の径（μｍ）で、縦軸が細孔の容
積（ｍｌ/ｇ）である。
【００３８】
　アルミン酸ナトリウムの粉体（アルミン酸ソーダ）１と、成形助剤としての可塑剤２、
有機助剤、無機助剤、あるいはそれらの混合物として導入される気孔形成剤３、強度補強
添加剤４を用いて作成することで、以下の細孔分布のハロゲン化物吸収剤が調整される。
【００３９】
　即ち、粒子と粒子の間の隙間、及び、粒子内に存在する細孔が、例えば、０.０１μｍ
以上の径の全ての細孔を形成する（累計容積：ＶＰ１）。そして、例えば、粒子と粒子の
間の隙間が、１μｍ以上で１０μｍまでの径が中心となる細孔となり（容積：ＶＰ３）、
例えば、粒子内に存在する細孔が、０.１μｍ以上で１μｍ未満の径が中心となる細孔と
なる（容積：ＶＰ２）。
【００４０】
　ハロゲン化物吸収剤の細孔分布のピークの径を複数存在させていることで、吸収剤のハ
ロゲン化物との反応に伴うその構成粒子の体積膨張が生じても、吸収剤のハロゲン化物の
除去性能が著しい低下をしないように、ハロゲン化物の除去量と細孔分布の変化とを適切
な状況に維持できるため、ハロゲン化物吸収剤の内部にある構成粒子に含まれるナトリウ
ム成分を有効に反応させることができる。
【００４１】
　図３に基づいて上述したハロゲン化物吸収剤の粒子の状況を説明する。
【００４２】
　図３には本発明の一実施例に係る評価方法が適用されるハロゲン化物吸収剤の構成粒子
が集合して形成される細孔構造の状況を模式的に表した説明図を示してある。
【００４３】
　図に示すように、ハロゲン化物吸収剤の組成物の構成粒子が集合して粒子１１の間の隙
間１２（約５μｍの径の細孔）が形成され、粒子１１自体に細孔１３（約０.４μｍの径
の細孔）が形成されている。ガスが導入されてハロゲン化物（例えば、ＨＣｌ）が吸収さ
れると、粒子１１の細孔１３の表面部位で体積膨張が生じるが、粒子１１の間の大きな隙
間１２では体積膨張が生じても、ハロゲン化物吸収剤の内部に向けて浸み込み続ける。
【００４４】
　粒子１１の中で体積膨張が進んでも、即ち、一つの粒子１１が体積膨張して細孔１３の
閉塞が生じても、隣接する粒子１１に向けてハロゲン化物（例えば、ＨＣｌ）が隙間１２
を伝わって浸み込み続けるため、中心側の粒子１１に向けてハロゲン化物（例えば、ＨＣ
ｌ）が浸み込み、中心部に存在する粒子１１の中までハロゲン化物（例えば、ＨＣｌ）を
浸み込ませることができる。
【００４５】
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　図４には上述したハロゲン化物吸収剤の使用前後での組成の状況（化合物の組成の割合
）を示してある。
【００４６】
　図に示すように、使用後には、アルミン酸ナトリウムが大幅に減少し、炭酸ナトリウム
が消失している。それらに替えて、塩化ナトリウムが生成し、アルミナが大幅に増加して
いる。
【００４７】
　ハロゲン化物吸収剤は、ＨＣｌを吸収すると、ナトリウム成分が塩化ナトリウムに変換
されて残る。本実施例のハロゲン化物吸収剤では使用前にアルミン酸ナトリウムや炭酸ナ
トリウムの化合物として存在していたナトリウム成分の大半が、使用後に塩化ナトリウム
として残っていることから、ＨＣｌを吸収してナトリウム成分が有効に使用されているこ
とがわかる。
【００４８】
　また、ナトリウムが塩化ナトリウムに変換されているため、アルミン酸ナトリウムに含
まれていたアルミニウム成分がアルミナになって残っている。このことからも、ＨＣｌを
吸収してナトリウム成分が有効に使用されていることがわかる。
【００４９】
　つまり、本実施例の複数の径で細孔量のピークが存在するハロゲン化物吸収剤は、使用
後には、アルミン酸ナトリウムは殆ど残っておらず、炭酸ナトリウムは全く残っていない
ため、ＨＣｌを吸収してナトリウム成分が有効に使用されていることがわかる。
【００５０】
　図２に点線で示すように、ハロゲン化物吸収剤にガスが導入されて、長期にわたってハ
ロゲン化物（例えば、ＨＣｌ）が吸収されると、特に、０.１μｍ以上で１μｍ未満の径
が中心となる細孔の容積ＶＰ２の範囲では、多くの細孔に閉塞が生じるため細孔容積が減
少するが、１μｍ以上で１０μｍまでの径が中心となる細孔の容積ＶＰ３の範囲では、細
孔が閉塞せず細孔容積が殆ど変化しない状況となることが確認されている。
【００５１】
　このため、ハロゲン化物（例えば、ＨＣｌ）の吸収剤内部への浸み込みと吸収反応の進
行が早期に低下しないように、本発明では、細孔容量の細孔径に対する分布を的確にする
ため細孔の容積（ｍｌ/ｇ）の状況を定量的に規定し、ハロゲン化物が吸収されて吸収剤
の構成粒子に体積膨張が生じても、ハロゲン化物を適切に吸収することができるようにし
ている。そして、細孔の容積（ｍｌ/ｇ）に基づいて計算される指標を基準にして、ハロ
ゲン化物吸収剤の吸収性能の評価を適切に行えるようにしている。
【００５２】
　即ち、上述したハロゲン化物吸収剤は、原料（アルミン酸ソーダ）を変更することなく
、添加剤等を適切に選択することによって、吸収剤の構成粒子間の隙間の状況によって形
成される細孔の容積（ｍｌ/ｇ）を以下の通りに規定した。
【００５３】
　粒子と粒子の間の隙間、及び、粒子内に存在する細孔の径が、０.０１μｍ以上の細孔
で形成され、０.０１μｍ以上の径の全ての細孔の累計容積（ｍｌ/ｇ）をＶＰ１（ｍｌ/
ｇ）とした。また、径が０.１μｍ以上で１μｍ未満の細孔の容積（ｍｌ/ｇ）をＶＰ２（
ｍｌ/ｇ）とし、径が１μｍ以上で１０μｍまでの細孔の容積（ｍｌ/ｇ）をＶＰ３（ｍｌ
/ｇ）とした。
【００５４】
　そして、径が０.０１μｍ以上の細孔の累計容積（ｍｌ/ｇ）をＶＰ１とし（図２参照）
、径が０.１μｍ以上で１μｍ未満の細孔の容積（ｍｌ/ｇ）をＶＰ２とし（図２参照）、
径が１μｍ以上で１０μｍまでの細孔の容積（ｍｌ/ｇ）をＶＰ３として（図２参照）、{
（ＶＰ２・ＶＰ３）/ＶＰ１}を細孔指標Ｒ（ｍｌ/ｇ）と定義し、細孔指標Ｒ（ｍｌ/ｇ）
を０.１０（ｍｌ/ｇ）以上とした。
【００５５】
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　細孔指標Ｒ（ｍｌ/ｇ）を０.１０（ｍｌ/ｇ）以上とすることで、ハロゲン化物（例え
ば、ＨＣｌ）の吸収剤内部への浸み込み（吸収）が早期に低下しないように、細孔容量の
細孔径に対する分布を的確にして細孔の状況を定量的に規定することができ、ハロゲン化
物が吸収されて吸収剤の構成粒子に体積膨張が生じても、ハロゲン化物を適切に吸収する
ことができる。
【００５６】
　つまり、細孔指標Ｒ（ｍｌ/ｇ）を０.１０（ｍｌ/ｇ）以上とすることで、ハロゲン化
物の吸収を適切に行うことができると共に、使用に適した吸収容量であることを判定する
ことができる（ハロゲン化物吸収剤の吸収性能の評価を適切に行うことができる）。
【００５７】
　以下、細孔指標Ｒ（ｍｌ/ｇ）を０.１０（ｍｌ/ｇ）以上とした場合に、ハロゲン化物
の吸収を適切に行うことができる状況を図５から図８に基づいて説明する。ハロゲン化物
の吸収が適切に行えることは、例えば、アルミン酸ナトリウムの残存率が低くなる状況（
ハロゲン化物を吸収してナトリウム成分が有効に使用されている状況）により説明してあ
る。
【００５８】
　図５、図６には、原料（アルミン酸ソーダ）に混合する気孔形成剤や成型助剤の種類や
混合割合が異なる原料剤を用いた８種類のハロゲン化物吸収剤（ａ）（ｂ）（ｃ）（ｄ）
（ｅ）（ｆ）（ｇ）（ｈ）の細孔分布を示してある。
【００５９】
　また、図７には８種類のハロゲン化物吸収剤（ａ）（ｂ）（ｃ）（ｄ）（ｅ）（ｆ）（
ｇ）（ｈ）におけるアルミン酸ナトリウムの残存率（ハロゲン化物を吸収してナトリウム
成分が有効に使用されている割合）と細孔指標Ｒ（ｍｌ/ｇ）との関係、図８にはハロゲ
ン化物吸収剤のハロゲン化物の吸収容量と細孔指標Ｒ（ｍｌ/ｇ）との関係を示してある
。
【００６０】
　図５、図６に示すように、原料（アルミン酸ソーダ）に混合する気孔形成剤や成型助剤
の種類や混合割合が異なる原料剤を用いることにより、細孔容量の細孔径に対する分布が
異なる８種類のハロゲン化物吸収剤を得た。
【００６１】
　８種類のハロゲン化物吸収剤（ａ）（ｂ）（ｃ）（ｄ）（ｅ）（ｆ）（ｇ）（ｈ）に対
し、細孔の容積（ｍｌ/ｇ）であるＶＰ１、ＶＰ２、ＶＰ３を求め、{（ＶＰ２・ＶＰ３）
/ＶＰ１}の関係から、細孔指標Ｒ（ｍｌ/ｇ）を導いた。
【００６２】
　そして、各ハロゲン化物吸収剤についてのアルミン酸ナトリウムの残存率（ハロゲン化
物を吸収してナトリウム成分が有効に使用されている割合）を求め、細孔指標Ｒ（ｍｌ/
ｇ）との関係を求めた。アルミン酸ナトリウムの残存率と細孔指標Ｒ（ｍｌ/ｇ）とは、
図７に示す関係になることが確認された。
【００６３】
　即ち、図７に示すように、細孔指標Ｒ（ｍｌ/ｇ）が大きくなるにつれアルミン酸ナト
リウムの残存率が小さくなっており、個々のハロゲン化物吸収剤によりばらつきはあるが
、概ね図の斜線で示した範囲に入っていることが確かめられた。その範囲で見ると、細孔
指標Ｒ（ｍｌ/ｇ）が０.１０（ｍｌ/ｇ）以上の範囲で、アルミン酸ナトリウムの残存率
が所定の値Ｓｗｔ％以下とされ、ハロゲン化物を吸収してナトリウム成分が有効に使用さ
れている割合が高くなっている{（１００－Ｓ）ｗｔ％}ことが確認された。
【００６４】
　例えば、細孔指標Ｒ（ｍｌ/ｇ）が０.１０（ｍｌ/ｇ）以上のハロゲン化物吸収剤であ
る（ｃ）（ｆ）（ｄ）（ｅ）のハロゲン化物吸収剤が、アルミン酸ナトリウムの残存率が
所定の値Ｓｗｔ％以下とされていることが確認された。ハロゲン化物吸収剤（ｈ）のよう
に細孔指標Ｒ（ｍｌ/ｇ）が０.１０（ｍｌ/ｇ）以下であってもアルミン酸ナトリウムの
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ｍｌ/ｇ）以上あればアルミン酸ナトリウムの残存率が所定の値Ｓｗｔ％以下とされてい
る。
【００６５】
　そして、図８に示すように、アルミン酸ナトリウムが理論上で全て反応した際のハロゲ
ン化物の吸収容量を１００とした場合（図中点線で示してある）、細孔指標Ｒ（ｍｌ/ｇ
）が０.１０（ｍｌ/ｇ）以上の時に、ハロゲン化物の吸収容量が、例えば、９５以上が維
持されることが確認された。
【００６６】
　上述した本発明の評価方法が適用されるハロゲン化物吸収材は、径が０.０１μｍ以上
の細孔の累計容積（ｍｌ/ｇ）をＶＰ１とし、径が０.１μｍ以上で１μｍ未満の細孔の容
積（ｍｌ/ｇ）をＶＰ２とし、径が１μｍ以上で１０μｍまでの細孔の容積（ｍｌ/ｇ）を
ＶＰ３として、{（ＶＰ２・ＶＰ３）/ＶＰ１}を細孔指標Ｒ（ｍｌ/ｇ）と定義し、細孔指
標Ｒ（ｍｌ/ｇ）を０.１０（ｍｌ/ｇ）以上としている。これにより、アルミン酸ナトリ
ウムの残存率を所定の値Ｓｗｔ％以下にして、ハロゲン化物の吸収容量を高い値に維持し
ている。
【００６７】
　このため、細孔指標Ｒ（ｍｌ/ｇ）に基づいて、ハロゲン化物吸収材が使用に適した吸
収容量であることを判定することができ、ハロゲン化物吸収剤の吸収性能の評価を、細孔
容量の分布（細孔容量の細孔径に対する分布）に基づいて適切に行うことができる。そし
て、細孔の状況を分析することで、ハロゲン化物吸収剤の吸収性能を推測することができ
る。
【００６８】
　従って、ハロゲン化物吸収剤の吸収性能の評価を適切に行うことができ、ハロゲン化物
吸収剤の細孔の状況を分析することで、ハロゲン化物吸収剤の吸収性能を推測することが
できる。即ち、上述したハロゲン化物吸収剤は、細孔の容積（ｍｌ/ｇ）の分布が適切に
定義されるので、ハロゲン化物が吸収されて吸収剤の構成粒子に体積膨張が生じても、ハ
ロゲン化物を適切に吸収することが可能になり、細孔の容積（ｍｌ/ｇ）に基づいて計算
される細孔指標Ｒ（ｍｌ/ｇ）を基準にして、ハロゲン化物吸収剤の吸収性能の評価を適
切に行うことが可能になる。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　本発明は、ハロゲン化物吸収剤を用いた各種のガス処理やガス浄化の産業分野で利用す
ることができる。
【符号の説明】
【００７０】
　　１　アルミン酸ナトリウムの粉体（アルミン酸ソーダ）
　　２　可塑剤
　　３　気孔形成剤
　　４　強度補強添加剤
　１１　粒子
　１２　隙間
　１３　細孔
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